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と き：令和５年 10 月 21 日（土）14：00 
ところ：北九州市小倉医師会館、サテライト会場、個人端末 

主 催：福岡県医師会・福岡県産業医学協議会 
北九州ブロック医師会 

協 賛：福岡県・北九州市・福岡労働局 
福岡県労働基準協会連合会 

 
 
 





第 51 回福岡県産業医学大会(ハイブリッド開催) 

 

日 時：令和５年 10 月 21 日（土）14：00 

場 所：北九州市小倉医師会館、サテライト会場、個人端末 

 

【14：00～14：45】 

１．開 会 の 辞  北九州ブロック医師会世話人      穴 井 堅 能 

 

２．主催者挨拶  福岡県医師会長 

         福岡県産業医学協議会長        蓮 澤 浩 明 

 

３．祝   辞  福岡県知事              服 部 誠太郎 

北九州市長              武 内 和 久 

福岡労働局長             小野寺 徳 子 

 

４．表   彰  福岡県知事表彰 

         福岡県産業医学協議会長表彰 

         感謝状 

 

【14：50～16：55】 

５．特 別 講 演 

①テーマ：『ストレスチェック制度を活用した定着率向上の試み 

―メンタルヘルス対策から組織開発へ』（14：50～15：50） 

  座 長：福岡産業保健総合支援センター所長      筒 井 保 博 

  講 師：福岡大学人文学部教育・臨床心理学科准教授  坂 本 憲 治 

 

②テーマ：『労働災害防止（特に化学物質管理者選任の義務化）』 

（15：55～16：55） 

  座 長：北九州市医師会副会長            安 藤 文 彦 

  講 師：産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科 

作業環境計測制御学教授           宮 内 博 幸 

 

６．閉 会 の 辞  福岡県医師会副会長          堤   康 博 

 

主 催：福岡県医師会・福岡県産業医学協議会・北九州ブロック医師会 

協 賛：福岡県・北九州市・福岡労働局・福岡県労働基準協会連合会 

 

※  修 得 単 位 

① 日本医師会認定産業医制度基礎研修後期２単位・生涯研修更新１単位、専門１単位 
② 日本医師会生涯教育講座２単位（ＣＣ：11、70） 



令和５年度産業保健事業功労者表彰一覧表 

 

 

※福岡県知事表彰 

松 村   洋（北 九 州 市 医 師 会） 

 

 

※産業医学協議会長表彰（個人の部） 

武 原 英 樹（北 九 州 市 医 師 会） 

明 田 憲 昌（北 九 州 市 医 師 会） 

谷 村 陽 子（福 岡 市 医 師 会） 

佐々木   靖（福 岡 市 医 師 会） 

大 田 和 弘（福 岡 市 医 師 会） 

鴨 井 逸 馬（福 岡 市 医 師 会） 

北 口 安 芳（福 岡 市 医 師 会） 

井 本   武（筑 紫 医 師 会） 

江 口 克 彦（粕 屋 医 師 会） 

中須賀  一太（宗 像 医 師 会） 

中 野 逸 郎（飯 塚 医 師 会） 

和 田 豊 郁（久 留 米 医 師 会） 

平 井   裕（大 牟 田 医 師 会） 

吉 田 卓 生（大 牟 田 医 師 会） 

中 村 卓 郎（八 女 筑 後 医 師 会） 

 

 

※感謝状 

尾 辻   豊（北 九 州 市 医 師 会） 

 



 

 

特 別 講 演 Ⅰ 

「ストレスチェック制度を活用した定着率向上の試み 

―メンタルヘルス対策から組織開発へ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

座 長：福岡産業保健総合支援センター所長 筒 井 保 博 

講 師：福岡大学人文学部教育・臨床心理学科准教授 

坂 本 憲 治 
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特 別 講 演 Ⅱ 

「労働災害防止（特に化学物質管理者選任の義務化）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座 長：北九州市医師会副会長     安 藤 文 彦 

講 師：産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科 

作業環境計測制御学教授    宮 内 博 幸 

 

 





第51回 福岡県産業医学大会

2023年 10月21日

労働災害防止
特に化学物質管理者選任の義務化

産業医科大学 作業環境計測制御学講座

宮 内 博 幸

自律的な管理のための体制整備

危険有害性情報の伝達

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化

化学物質管理者等選任の義務化

気中濃度モニタリング

リスクアセスメント対象化学物質の健康診断

個別規制の柔軟化

遅発性疾病対策

皮膚等障害の防止
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自律的な管理のための
体制整備

背 景
» 日本の化学物質管理は法令規制対象とした特定の物

質や作業のみ。

» 労働災害の多くは規制対象物質以外の物質で発生して
いる。重篤な発がんも起きている。

» 小規模事業場での災害発生が多く、物質の危険性・有
害性に関する情報伝達制度が整備が不十分。

» 化学物質管理は国際的な潮流の中で行うことが大事。



» 特定の化学物質に対して個別具体的な規制を行う方式

» 危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国
が定める濃度基準の達成を求める、ばく露濃度をなる
べく低くする措置を講じることを求める。達成等のための
手段は事業者において適切に選択する。

自律管理型への転換

» 化学物質を譲渡・提供する場合のラベル表示・SDS交付
対象を、約2,900物質に拡充。

» リスクアセスメントとその結果に基づく措置の義務付け。

» ラベル表示等を義務づける物質のうち、国がばく露限界
値を定める物質は、その濃度以下で管理することを義
務付け。

» 規制対象物質の製造または取り扱いを行うすべての事
業場に、化学物質管理者の選任の義務付け、職長教育、
雇い入れ時と作業内容変更時に教育を行う対象業種を
拡大。

» ★自律的管理を達成させるには、現場の管理者による
積極的な管理と本社の管理の両輪で。

化学物質の自律的な管理



危険有害性情報の伝達

» SDSの内容充実、定期的な更新を義務づけ。

» 事業場内で他の容器に移し替えるときのラベル表示等
を義務づけ。

» 雇い入れ教育の省略規定を廃止。

雇入れ時等教育の拡充
1  機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取

り扱い方法に関すること。
2  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれ

らの取り扱い方法に関すること。
3  作業手順に関すること。
4  作業開始時の点検に関すること。
5  当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及

びその予防に関すること。
6  整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7  事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又

は衛生のために必要な事項。



林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及
び機械修理業

「以上の業種以外の業種では１～４の項目は省略可能」
を廃止

雇入れ時等教育の拡充
2024(R6).4.1施行

SDS情報の通知手段として、相手方が容易に確認可能
な方法であれば、事前に相手方の承諾を得なくても採用
することができる。

文書の交付は相手方が承諾した方法
（磁気ディスク、FAXなど）

事前に相手方の承諾なしで、以下の方法による通知、
文書、磁気ディスク・光ディスクその他の媒体・FAX、電子
メール、通知事項が記載されたホームページアドレスに
よる閲覧要請、二次元コード等の伝達にての閲覧

SDS等による通知方法の柔軟化
2022(R4).5.31施行



 衛生委員会における付議事項追加
 自律的管理の実施状況の調査審議を義務付け

①ばく露される程度を 小限度にするために講ずる措置
②濃度基準値設定物質について、ばく露を濃度基準

値以下とするための措置
③リスクアセスメントより自ら講じたばく露防止措置の一

環として実施した健康診断の結果と措置
④濃度基準値設定物質について、濃度基準値を超え

てばく露して実施した健康診断の結果、講ずる措置

衛生委員会の付議事項の追加
①2023(R5).4.1施行 ②～④2023(R5).4.1施行

リスクアセスメントに基
づく自律的な化学物質
管理の強化

» 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等の
モニタリング

» 高濃度ばく露作業環境下でのばく露防止措置を強化



1   代替物等の使用
2   発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気

装置の設置及び稼働
3 作業の方法の改善
4 有効な呼吸用保護具の使用

労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める
濃度基準「濃度基準値」以下とする

労働者がリスクアセスメント対象物
にばく露される濃度の低減措置

2023(R5).4.1施行

2024(R6).4.1施行

（ア）管理濃度が定められている物質は、作業環境測定によ
る第一評価値を当該物質の管理濃度と比較する方法
（イ）濃度基準値が設定されている物質は、個人ばく露測定
により測定した濃度を濃度基準値と比較する方法

（ウ）管理濃度又は濃度基準値が設定されていない物質は、
作業環境測定等により測定した作業場所における物質の気
中濃度等を、ばく露限界と比較する方法
（エ）数理モデルを用いて気中濃度を推定する方法
（オ）ア又はイに掲げる方法に準ずる方法

新しいリスクアセスメントの方法
2024(R6).4.1運用



1  措置の内容及び労働者のばく露の状況について、労働
者の意見を聴く機会を設ける。

2  記録を作成し、３年間（がん原性物質は30年間）保存す
ることとする。

3  リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃
度を 小限とする努力義務。

措置の内容及び労働者のばく露の
状況についての労働者の意見聴取、

記録作成・保存 2023(R5).4.1施行
2024(R6).4.1施行

1. 関係労働者の意見を聴取することが義務付けられてお
り、測定の結果の共有も含めて、関係労働者との意思疎
通を十分に行う必要がある。

2. 関係労働者又はその代表が衛生委員会に参加している
場合等は、安衛則第22条第11号の衛生委員会における
調査審議又は安衛則第23条の２に基づき行われる意見
聴取と兼ねて行っても差し支えないこと。

措置の内容及び労働者のばく露の
状況についての労働者の意見聴取

（改正後 第577条の２第10項）
2023(R5).4.1施行
2024(R6).4.1施行



実施体制等

リスクアセスメント等の対象業務に従事する労働者に化学
物質の管理の実施状況を共有し、当該管理の実施状況に
ついて、これらの労働者の意見を聴取する機会を設け、リ
スクアセスメント等の実施を決定する段階において労働者
を参画させること。

新しい化学物質等による危険性又
は有害性等の調査等に関する指針

2023(R5).4.23告示
2024(R6).4.1運用

化学物質管理者等
選任の義務化



濃度基準値

リスクアセスメント対象物質のうち、一定程度のばく
露に抑えることで労働者の健康障害を防止する。

約2,900物質（国がモデルラベル・SDS作成済みの物質）の内
» ばく露管理値を設定物質→ばく露濃度を濃度基準値以下

が義務化
» 濃度基準値を未設定物質→ばく露濃度をなるべく低くする



GHS分類及びラベル表示等の
義務化のスケジュール

2021 2022 2023 2024 2025 2026

国による新規
GHS分類物質

モデルラ
ベル・SDS
作成物質

 50-100  50-100  50-100  50-100  50-100  50-100

ラベル表示・
SDS交付義務化

物質
250

700(既存の
GHS分類済
み物質)

850  150-300  50-100  50-100

ばく露限界値
（仮称）の設

定物質

150(リスク
評価由来

等)
200

200(許容
濃度が設
定されて
いる物質)

200 200

年

化学物質管理者

選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる
能力を有する者

リスクアセスメント
対象物の製造事業場

専門的講習の修了者

リスクアセスメント
対象物の製造事業場

以外の事業場

 資格要件なし
（専門的講習等の受講を推奨）

2024(R6).4.1施行



化学物質管理者
専門的講習カリキュラム

種 類 科 目 時間

化学物質の危険有害性、表示等 1.5

化学物質の危険性または有害性の調査 2

学科教育 化学物質の危険性または有害性の調査の結果に基づく措置 1.5

災害発生時の対応 0.5

関係法令 0.5

種 類 科 目 時間

化学物質の危険有害性、表示等 2.5

化学物質の危険性または有害性の調査 3

学科教育 化学物質の危険性または有害性の調査の結果に基づく措置等 2

災害発生時の対応 0.5

関係法令 1

実 習 化学物質の危険性または有害性の調査の結果に基づく措置等 3

製造事業場以外の事業場

製造事業場の事業場

化学物質管理者
選任

» 工場、店社、営業所等事業場ごとに選任する。

» 一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事
業場は対象外。

» 事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能。

» まずは管理職が全員受講、より多くの作業者に受講して
もらうことが大切。



化学物質管理者

» 衛生管理者の職務・・・事業場の衛生全般に関する技術
的事項を管理する。

» 作業主任者の職務・・・個別の化学物質に関わる作業に
従事する労働者の指揮等を行うこと。

» 化学物質管理者は(職務の遂行に影響のない範囲で)こ
れらの職務等と兼務できる。

化学物質管理者

» 事業場内の労働者から選任する。

» 複数人選任した場合、業務に抜け落ちが発生しないよう、
十分な連携を図る。

» 化学物質管理者の管理の下、具体的な実務の一部を化
学物質管理に詳しい専門家等に請け負わせは可能。

» 外部の教育機関等で実施している必要な教育を受けさ
せること等を妨げるものではない。



化学物質管理専門家

職務
» 労働基準監督署長が、その事業場で化学物質の管理が適切

に行われていない疑いがあると判断した場合、事業場の事業
者に対し改善を指示する。

» 改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家から、リ
スクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認と
望ましい改善措置に関する助言を受ける。

» 化学物質管理専門家は速やかに改善措置に関する助言を、書
面により通知しなければならない。

» 事業者は、１か月以内に改善計画を作成、労働基準監督署長
に報告、必要な改善措置を実施しなければならない。

2024(R6).4.1施行

化学物質管理専門家

化学物質管理専門家は自律的な管理の実施状況を確認、
指導する。

» リスクアセスメントの実施状況
» リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況
» 作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況
» 特別則に規定するばく露防止措置の実施状況

» 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者へ
の周知 の状況

» 化学物質等に係る教育の実施状況



化学物質管理専門家

選任要件
» 衛生工学のコンサルタント、又は化学（安全）コンサルタ

ントとして化学物質、又は粉じんの管理業務に5年以上
実務経験、またはCIHコンサルタント

» 衛生工学衛生管理者として８年以上実務経験
» オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者

» 衛生管理士実務経験5年以上
» 作業環境測定士実務経験6年以上、かつ基準局長が定

める講習を修了
» 日測協インストラクタ－ 他

化学物質管理専門家

選任要件

» 当該事業場に属さない者であることが望ましいが、同一
法人の別事業場に属する者であっても差し支えない



保護具着用管理責任者

職務

» 選任が必要な事業場はリスクアセスメントに基づく措置と
して労働者に保護具を使用させる事業場

» 有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他
保護具の管理に関わる業務

ア 保護具の適正な選択に関すること。
イ 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
ウ 保護具の保守管理に関すること。

2024(R6).4.1施行

保護具着用管理責任者

選任要件

» 化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力
を有する者。

» 保護具の管理に関する教育を受講することが望ましい。



保護具着用管理責任者

選任要件

» 「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」
には、次に掲げる者が含まれること。該当する場合であっ
ても、別途示す保護具の管理に関する教育を 受講するこ
とが望ましいこと。

» 次に掲げる者に該当する者を選任することができない場
合は、保護具の管理に関する教育を受講した者を選任す
ること。

保護具着用管理責任者
研修プログラムの例

科目 範囲 時間

保護具着用管理責任者の役割と職務

保護具に関する教育の方法

保護具の適正な選択に関すること

【学科】保護具に関する知識 労働者の保護具の適正な使用に関すること 3時間

保護具の保守管理に関すること

【学科】労働災害防止に関する知識
保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事
例及び防止方法

１時間

【学科】関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

【実技科目】保護具の使用方法等
保護具の適正な選択に関すること
労働者の保護具の適正な使用に関すること
保護具の保守管理に関すること

１時間

0.5時間 【学科】保護具着用管理

保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
（令和４年12月26日付け基安化発1226第１号）より



保護具着用管理責任者

選任要件
» 化学物質管理専門家
» 作業環境管理専門家

» 労働衛生コンサルタント（衛生工学・保健衛生）
» 第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者
» 各作業主任者
» 安全衛生推 進者

» 作業環境測定士で化学物質管理専門家、又は作業環境
管理専門家の要件を満たす者

» (日測協)作業環境測定インストラクタ－
» 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者

保護具着用管理責任者

選任要件

» 複数人を選任することも差し支えない。
» 作業主任者は保護具着用管理責任者と兼任できる(職務

の実施に支障がない範囲内で)。

» 氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等には保護
具着用管理責任者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着
用、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係
労働者に周知する方法等が含まれること。



作業環境管理専門家

職務
事業主は

» 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された
場合、当該場所の作業環境の改善の可否及び改善が可
能な場合の改善措置について、当該事業場に属さない作
業環境管理専門家から意見を聴くこと。

» 事業主は作業環境の改善が可能と判断した場合、当該場
所の作業環境を改善するために必要な措置を講じる。当
該措置の効果を確認するための測定し、その結果の評価
する。

2024(R6).4.1施行

作業環境管理専門家

職務
事業主は

» 作業環境の改善は困難と判断した場合及び、なお第三管
理区分に区分された場合は個人サンプリング測定等によ
り対象物質の濃度測定を行い、当該測定結果に応じて、
労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

» 呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）が適切に着用
されていることを確認、結果を記録、３年間保存する。

» 請負人に対しても、有効な呼吸用保護具を使用する必要
がある旨を周知させること。



作業環境管理専門家

職務
事業主は

» 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者の
うちから、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護
具に係る業務を担当させる。

» 作業環境管理専門家の意見の概要と措置、評価の結果
を労働者に周知する。

» 第三管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長に
提出する。

作業環境管理専門家
職務

» 特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第
三管理区分に区分された場所について、第一管理区分又
は第二管理区分と 評価されるまでの間、「個人サンプリン

グ測定等により対象物質の濃度測定を行い、当該測定結
果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させる。

» ６月以内ごとに１回、定期に、個人サンプリング測定等に
より 特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて、
労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。



化学物質を製造し、又は取り扱う
同一事業場において

改善の可否について
作業環境管理専⾨家の意

⾒聴取

改善措置の実施
第３管理区分
（改善できず）

第３管理区分
（改善できず）改善困難

と判断

呼吸⽤保護具によるばく露防⽌対策の徹底

改善可能
と判断

改善措置効果確認

作業環境管理専門家
選任要件

» 化学物質管理専門家、オキュペイショナルハイジニスト
» 化学物質、又は粉じんの管理業務に3年以上従事した経

験を有するコンサルタント（衛生工学か安全化学）
» 6年以上、衛生工学衛生管理者としてその業務に従事し

た経験を有する者
» 衛生管理士（労働災害防止団体法第11条第１項の業務、

又は化学物質の管理に係る業務従事3年以上）
» 作業環境測定士で従事6年以上、又は4年以上かつ日測

協が化学物質管理専門家業務実施上、受講が適当とした
講習修了者



気中濃度モニタリング

リスクアセスメントの方法

» 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、
作業環境測定（Ｃ・Ｄ測定）の測定値と濃度基準値を比較
する方法

» 作業環境測定（Ａ・Ｂ測定）の第一評価値と第二評価値を
濃度基準値と比較する方法

» 厚生労働省が作成したＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ等の数理
モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値比較の方法

(以下が含まれる)



安衛則第 577 条の２(改正後)

» 第１項関係: リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱

う事業者に対して、リスクアセスメントの結果等に基づき、
労働者の健康障害防止のため、代替物の使用、発散源
を密閉する設備、排気装置の設置及び稼働、有効な呼
吸用保護具の使用等により、リスクアセスメント対象物に
労働者がばく露される程度を 小限にすることを義務付
け。

» 第２項関係: リスクアセスメント対象物のうち、濃度基準

値が定められた物質を製造又は取り扱う業務を行う屋内
作業場において、労働者のばく露の程度が濃度基準値
を上回らないこと。

安衛則第 577 条の２(改正後)

・第２項関係: 実測定は義務付けられていない。ばく露を
小化し、濃度基準値以下とするという結果のみが求め

られている。
・濃度基準値は、有機則、特化則等の特別則の適用のあ

る物質には設定されない予定。
・リスクアセスメントの結果、労働者のばく露が濃度基準値

を超えるおそれのある作業を把握した場合は、労働者の
ばく露の程度と濃度基準値を比較し、労働者のばく露が
濃度基準値以下であることを確認するための測定を実
施し、その結果を踏まえて必要なばく露低減措置を実施
すべき。



濃度基準値

●８時間濃度基準値
〇８時間の１つの試料か８時間の複数の連続した試料と

することが望ましい。
〇例外として、ばく露が比較的均一である自動化・密閉

化された作業。ただし、測定されていない時間帯が測
定時間帯とばく露が均一であることを、過去の測定結
果や作業工程の観察等によって立証することが求めら
れる。

〇試料採取時間は、ばく露が高い時間帯を含めて、少な
くとも２時間（８時間の25％）以上。

化学物質による健康障害防⽌のための濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針より

濃度基準値

●短時間濃度基準値
〇作業中のいかなる15分間の時間平均値も超えてはな

らない濃度。
〇8時間濃度基準値を超え、短時間濃度基準値以下の

濃度のばく露は、１回あたり15分を超えず、８時間で４
回までかつ１時間以上の間隔を空ける。

〇短時間濃度基準値が設定されていない物質について
も、作業期間のいかなる15分間の時間加重平均値が、
８時間濃度基準値の３倍を超えないように努めるべき。

化学物質による健康障害防⽌のための濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針より



労働者のばく露の 小化と濃度基準値

RA対象物に対してRAを実施することは義務。その結果に

基づき、労働者の危険や健康障害を防止するために必要
な措置を講ずることは努力義務。（労働安全衛生法第５７
条の３）

●RA結果等より、RA対象物に労働者がばく露される程度
を 小限にすることは義務（安衛則第577条の２第１項）
●濃度基準値が定められた物質を製造し又は取り扱う業
務を行う屋内作業場は、労働者のばく露の程度が濃度基
準値を上回らないことは義務（安衛則第577条の２第２項）

●測定の実施は義務ではない。ばく露を 小化し、濃度基
準値以下とするという結果のみが求められている。

化学物質による健康障害防⽌のための濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針より

確認測定

●RAの結果より、労働者のばく露程度が、８時間濃度基準

値の２分の１程度を超えると評価された場合、確認測定を
実施。

●測定は、 も高いばく露を受ける均等ばく露作業におい
て、 も高いばく露を受ける労働者の呼吸域について実施。

確認測定より、労働者の呼吸域の濃度が、濃度基準値を
超えている作業場については、少なくとも６月に１回、個人
ばく露測定等を実施。呼吸用保護具等のばく露低減措置
が適切であるかを確認。

化学物質による健康障害防⽌のための濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針より



濃度基
準値を
設定

濃度基
準値設
定なし

約800物質

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ト

確
認
測
定

労働安全衛⽣規則等の⼀部を改正する省令（R４省令第91号）、厚⽣労働⼤⾂が定める濃度の基準について（R5告
⽰177号）、改正危険性⼜は有害性等の調査等に関する指針（R5告⽰4号）、化学物質による健康障害防⽌のための
濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針を参考に作成

51

約2100物質

57条3 第1項
RA義務

57条3 第2
項措置努める

グル－プの最
⾼ばく露作業
者にて測定

実測定義
務はない

基準の1/2 
超える恐れ

1/2 
超え
ない

リスク
アセス
メトの
措置で
終わり

不明時は全体
の1/5名選ん
で測定

同等ばく露作業の測定
(グル－プの濃度範囲を
0.5〜2.0倍に収める)

6月以内ごとに測定
濃度基準を

超える

超えない

状
況
で
判
断

短時間ばく露（15分）

・15分以下
・4回/⽇まで
・間隔1時間以上

基準なし（努⼒義務）
8時間基準の
3倍を超えない

マスク装着
(内部濃度を濃度基
準値以下にする)

⼀定の頻度で確認測定を実施することが望ましい

短時間ばく露基準超えない
かつ、8時間ばく露基準超える

３回程度以上実施
基準あり（努⼒義務）

改正リスクアセスメントの概略

濃度基準以下にし
なければならない



ばく露低減措置

●有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、
個人用保護具という優先順位に従って事業者が検討。

●呼吸用保護具は、JIS T 8150に定める方法により、個人
ばく露測定の結果に基づき呼吸用保護具の要求防護係数
を算出し、それを上回る指定防護係数を有する呼吸用保護
具を使用(溶接ヒューム測定等告示で定める方法を踏まえ)。

●防毒マスクは、適切な吸収缶の選択と破過時間の管理を
実施。
● JIS T 8150に定める方法により、フィットテストを定期的に実施。

●保護具着用管理責任者の管理下で実施。

化学物質による健康障害防⽌のための濃度の基準の適⽤等に関する技術上の指針より

リスクアセスメント対象
化学物質の健康診断



リスクアセスメント対象化学物質の健康診断に
関するガイドライン（パブリックコメント時の案）

健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断
された場合に、関係労働者の意見を聴き、必要があると認
められた者について、当該リスクアセスメント対象物による
健康影響を確認するために実施する。

第３項健診 （濃度基準無し）
●安衛則第 577 条の２第３項に基 づく健康診断である。

許容される範囲を超えると判断される基準の例
・当該化学物質の有害性
・ばく露の程度（呼吸域の濃度、呼吸用保護具内濃度、

取扱量・労働者のばく露履歴・作業負荷程度・工学的
措置・呼吸用保護具の使用・取扱方法を考慮して

・漏洩事故等により大量ばく露した場合

第３項健診 （濃度基準なしの物質）

●医師等が必要と認める項目について行う。

●健康障害発生リスクの程度及び有害性の種類に応じた
頻度で実施する。産業医を選任している事業場において
は産業医、選任していない事業場においては医師等の意
見に基づき事業者が判断する。

●濃度基準値が設定されるまでの間は、職業性ばく露限
界値等を参考にリスクアセスメントを実施することを推奨す
る。



第４項健診 （濃度基準ありの物質）
許容される範囲を超えると判断される基準の例

・8時間濃度基準値又は短時間濃度基準値があるリスクア

セスメント対象物について、濃度基準値を超えてばく露し
たおそれがある労働者に対して行う。
・8時間濃度基準値を超える短時間ばく露が１日に５回以
上ある場合は実施する。
●8時間濃度基準値を超える場合は主として急性以外の

健康影響、短時間濃度基準値を超える場合は主として急
性の健康影響を速やかに確認する。
●工学的措置が必要だが措置が適切に稼働していない、

呼吸用保護具の使用が必要だが呼吸用保護具を使用し
ていない、呼吸用保護具の使用方法が要求防護係数を満
たしていないなどの場合は実施する。

●皮膚吸収性有害物質に直接接触れる作業を行ってい
る場合は実施する。

●実施する場合の対象者の選定は、個人ごとに健康障害
発生リスクの評価を行い、個人ごとに健康診断の実施の
要否を判断することが原則であるが、同様の作業を行って
いる労働者についてはまとめて評価・判断することも可能
である。

●当該健康診断を実施する際には、当該健康診断の対象
となる労働者に対し、設定した検査項目について、その理
由を説明することが望ましい。

第３・４項健診 （濃度基準なし・あり）



個別の規制の柔軟化

作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施
当該健康診断の実施頻度を１年以内ごとに緩和できる

（製造禁止・特別管理物質を除く）下記全部を満たす場合
①当該労働者が作業する単位作業場所における直近

３回の作業環境測定結果が第一管理区分。
②直近３回の健康診断、新たな異常所見なし。
③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな

影響を与えるような作業内容の変更がない。

労働者ごとに行い、届出は不要。労働衛生に係る知識
又は経験のある医師等の専門家の助言を踏まえて判断
することが望ましい。

ばく露の程度が低い場合における
健康診断の実施頻度の緩和

2023(R5).4.1施行



特別規則について個別規制の適用を除外し、その物質
に係る管理を、事業者による自律的な管理に委ねられる。

①事業場に専属の化学物質管理専門家が配置。
②過去３年間に各特別規則が適用される化学物質等に

よる死亡又は休業４日以上の労働災害が発生なし。
③過去３年間の作業環境測定が全て第一管理区分。
④過去３年間の特殊健康診断の結果に異常所見があ

ると認められる労働者がいない。（じん肺健康診断の
結果、新たにじん肺管理区分が管理２以上、又は管
理区分の上位の区分に決定された者がいない）

化学物質管理の水準が一定以上であ
ると所轄都道府県労働局長が認定

2023(R5).4.1施行

遅発性疾病対策



●１年に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを
把握時、当該がんへの罹患が業務に起因する可能性
について医師の意見を聴く。

●医師が当該罹患が業務に起因するものと疑われると
判断した場合は、遅滞なく、当該労働者の従事業務の
内容等について、所轄都道府県労働局長に報告する。

化学物質を製造し、又は取り扱う
同一事業場において

2023(R5).4.1施行

皮膚等障害の防止



安衛則（令和6年度から）

65

●安衛則594条の２（改正後）→健康障害を起こす
おそれのあることが明らかな化学物質等（皮膚等障
害化学物質）を製造し、又は取り扱う業務に従事す
る労働者へは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履
物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなけれ
ばならない。

●安衛則594条の3（改正後）→健康障害を起こすお
それがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、
又は取り扱う業務に従事する労働者へは、保護衣、
保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使
用させるよう努めなければならない。

(1)GHS分類にて危険性又は有害性があるものと区分さ
れた化学物質のうち、濃度基準値又はACGIH等が公表す
る職業ばく露限界値(濃度基準値等)が設定されているも
ので、次のアからウのいずれか。

ア ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す
情報(疫学研究、症例報告、被験者実験等)がある。

イ 動物において、経皮ばく露による毒性影響の情報ある。
ウ 動物において、経皮ばく露による体内動態情報があ

り、併せて職業ばく露限界値を用いたモデル計算等
により経皮ばく露による毒性影響を示す情報がある。

皮膚吸収性有害物質

以下(1)～(3)の何れか
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皮膚刺激性有害物質
ＧＨＳ分類: 皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤

な損傷性・眼刺激性、呼吸器感作性又は皮膚感作性の
何れかが有害性区分１

皮膚吸収性有害物質
296(皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透
性の保護具等の使用義務物質85物質、その他215物質)

基発 0 70 4 第１号 令和５年７月４日より

(2) GHS分類にて経皮ばく露によりヒトまたは動物に発が
ん性(特に皮膚発がん)を示すことが知られている物質
(3) GHS分類にて、濃度基準値等が設定されてなく、経皮
ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が
区分1

化学物質管理のこれから

●化学物質管理については定期的な教育が大事。まずは
管理職の方への教育を。

●ハザード情報は本社の管理システムにて構築し、一元管
理するのが合理的。

●リスクアセスメントツール等を利用し、早めにアセスメント
を行い、その結果に対する対策を検討する。対策について
は全社で共有。

●測定結果や健診結果は、対象者へフィーﾄﾞバックすること
が有効。行動変容には必要。
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